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平成２５年度京都府食品衛生監視指導計画の実施結果 

 
京都府健康福祉部生活衛生課 

 
 『平成２５年度京都府食品衛生監視指導計画』に基づき、平成２５年４月１日から平成２６年
３月３１日までの１年間に本府が実施した食品衛生監視指導結果を、次のとおりお知らせしま
す。 
 

 
計画の概要 

 
 
１ 趣旨 

本計画は、食品衛生法第２４条の規定により、国（厚生労働省）が定めた「食品衛生監
視指導指針」に基づき、毎年度策定しているものです。平成２５年度においても、食品の
生産、製造、流通等の状況、法律違反状況等、府内における食品衛生の現況を分析評価し、
府民の皆さんの健康保護を図るための基本的な方向及び具体的な実施方法を定め、重点的
かつ効果的で、きめ細かな監視指導を実施するため、「平成２５年度京都府食品衛生監視
指導計画」を策定しました。 

 
２ 重点的取組事項 

 ・ 府内産農産物、輸入食品など、府内に流通する食品の計画的かつ効率的な収去検査 
  （特に、東日本大震災に伴う原発事故を受け、食品中の放射性物質検査を実施） 
 ・ 生食用食肉の規格基準等の周知、遵守の徹底などの監視指導 
 ・  不適正な表示の排除のための監視指導 
 ・ 衛生管理や法令遵守の自主衛生管理の推進 

 

 

監視指導の実施結果 
 

  
１ 営業施設等の監視指導結果 

食品事業者の業種ごとに、製造・調理・販売される食品の流通の広域性、施設の規模、食
品の規格や特徴等を考慮して、監視指導回数を定めて実施しました。 
延べ１１，６６６施設に食品衛生監視員が立入りし、管理運営基準、施設基準の遵守徹底

の指導、違反・不良食品等の排除、適正表示の点検等を実施し、必要に応じて、施設の拭き
取り検査、食品の収去検査等を実施し、科学的根拠に基づいた衛生指導を行いました。 

 

重点施設数 それ以外の施設数 総監視指導件数 

５，７５７施設 ５，８１０施設 １１，５６７件 

 
２ 生食用食肉等に係る監視指導結果 

(1) 生食用食肉の取扱いに対する取組 
平成２３年１０月１日の生食用食肉の規格基準適用以降、規格基準に適合しなければ生

食用食肉を取り扱うことができなくなりました。従来から生食用食肉の提供を控えるよう
監視指導を実施してきたところですが、「食品衛生法施行細則（府規則）」を平成２４年
４月１日改正施行し、生食用食肉を取り扱う事業者の届出制度や消費者への注意喚起を行
う文字の大きさ等を規定しました。これを受けて、府内で生食用食肉を取り扱う施設に対
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して、立入監視及び生食用食肉の収去検査を実施し、衛生管理上問題ないことを確認しま
した。 

 

生食用食肉取扱施設数 
立入監視数 

（うち指導施設数） 

１１施設 
１１件 
（０件） 

 

生食用食肉検査件数 
（腸内細菌科菌群） 

違反件数 

５件 ０件 

 
(2) 牛生レバー等の取扱いに対する取組 

牛レバーについては、従来から生食用としての提供を控えるよう監視指導を実施して 
きたところです。平成２４年７月１日の牛肝臓の規格基準適用以降、生食用として牛レバ
ーの提供が禁止されました。しかし、府内で生レバーを提供した焼肉店経営者等が逮捕さ
れたことを受けて、焼肉店等の飲食店を中心に２１５件に対し立入監視を実施し、牛レバ
ーを生食用として提供しないよう指導を徹底しました。 
また、食肉処理業、食肉販売業及び焼肉店等の飲食店及び関係団体１５８９件に対し、

食品衛生法に基づく生レバーの規格基準の遵守等を通知しました。 
引き続き、事業者に対して、牛や豚レバー及び鶏肉等を十分加熱して提供するよう監視

指導を実施するとともに、消費者に対しても、生で喫食しないこと及び十分に加熱するこ
とを啓発しています。 

 
３ 浅漬製造施設に係る監視指導結果 
  平成２４年８月に北海道札幌市等で発生した浅漬による腸管出血性大腸菌Ｏ１５７食中

毒を受け、同年１０月には「漬物の衛生規範」が改正されました。 
引き続き、改正内容に基づき、広域流通製造施設を中心に継続して立入監視を実施し、

衛生管理の徹底を指導しています。 
 

浅漬製造施設数 
立入監視数 

（うち指導施設数） 

６９施設 
２１件 

（１８件） 

 
４ 食品等の検査の実施結果 

ＪＡ本支店、市場、食品製造施設、食品販売施設等から食品（検体）を収去し、保健環境
研究所及び各拠点保健所（山城北、南丹、中丹西保健所）で、検査計画に基づき理化学的検
査及び微生物学的検査を実施しました。 
府内産の農畜水産物をはじめとした、７５０検体において、３４，５４５項目について検

査した結果、食品衛生法上問題となるものはありませんでした。 
 また、食中毒等事件発生時には、拠点保健所を中心に、糞便、吐物、残食、施設の拭取り
等の細菌検査やウイルス検査等の緊急検査を迅速かつ的確に実施し、科学的根拠に基づいた
事件対応を行い、迅速かつ徹底した原因究明に努めました。 
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検  査  実  施  数 

 
通 常 検 査 

 

検 体 数      
（うち放射性物質） 

    
７５０件      計画数 ７５０件 

（３００件）    （計画数 ３００件） 
 

検査項目数      ３４，５４５件  計画数 ３５，０２３件 

 
緊 急 検 査 

 

検 体 数      ３３３件 

検査項目数      １，６１５件 

※通常検査は年度検査計画に基づく検査、緊急検査は食中毒等発生時の事件対応検査 

 
（次頁に続く） 
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産地別 検査項目 検体数
検    査
項目数

違反等
発見数

農畜水産物 農産物 生鮮品 白菜、キャベツ等 放射性セシウム 61 122 0

茶 残留農薬 8 1,920 0

国産 なす 8 1,920 0

（府内産） 枝豆 8 1,920 0

（流通品） 玄米 10 2,400 0

大根の根 8 1,920 0

ねぎ 8 1,920 0

かぶの根 8 1,920 0

みず菜 8 1,920 0

ほうれんそう 8 1,920 0

とうがらし 4 960 0

梨 4 960 0

キャベツ 4 960 0

きゅうり 4 960 0

トマト 4 960 0

白菜 4 960 0

たまねぎ 4 960 0

ばれいしょ 4 960 0

花菜 2 480 0

黒大豆 4 960 0

肉類 牛肉 筋肉 動物用医薬品 16 48 0

放射性セシウム 100 100 0

鶏肉 筋肉 動物用医薬品 14 42 0

放射性セシウム 1 2 0

卵類 鶏卵 細菌検査 5 10 0

動物用医薬品 5 15 0

液卵等 細菌検査 2 4 0

乳類 牛乳 規格基準 8 48 0

放射性セシウム 13 26 0

魚介類 マガキ ノロウイルス 8 8 0

麻痺性貝毒 8 8 0

イワガキ 麻痺性貝毒 4 4 0

アサリ 麻痺性貝毒 1 1 0

養殖魚 動物用医薬品 3 9 0

サバ、サンマ、スルメイカ等 放射性セシウム 45 90 0

加工食品等 放射性セシウム 80 160 0

生食用食肉 腸内細菌科菌群 5 5 0

浅漬 大腸菌、腸炎ビブリオ 8 16 0

魚肉ねり製品 規格基準 5 5 0

食品添加物（保存料） 5 5 0

レトルト食品 規格基準 15 30 0

そうざい、漬物 食品添加物（保存料） 6 6 0

食肉製品 食品添加物（保存料） 5 5 0

食品添加物（発色剤） 5 5 0

清涼飲料水 食品添加物（甘味料） 5 5 0

乾燥果実、甘納豆等 食品添加物（漂白剤） 10 10 0

ワイン 食品添加物（酸化防止剤） 6 6 0

煮干し 食品添加物（酸化防止剤） 4 8 0

そうざい、弁当等 細菌数等 73 219 0

新開発食品 穀粒 大豆 組換え遺伝子 5 5 0

その他 器具容器包装 紙製容器包装 蛍光物質 5 5 0

平成２５年度食品等の検査結果

食品等の種別 検査対象食品

ベビーフード、菓子、乳飲料、
ﾐﾈﾗﾙｳｵｰﾀｰ等
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５ 流通食品の放射性物質検査結果 

東日本大震災に伴う原発事故を受けて、府内に流通する食品について、平成２４年度から
通常検査として放射性物質の検査を計画的に実施しています。引き続き、子どもが口にする
食品を中心に、食品３００検体について、放射性セシウムの検査を実施しました。 
検査の結果、全ての検体について基準値以下であることを確認しました。 
 

食 品 群 区    分 
検 体 数 

（年度累計） 

一般食品 

農産物 ６１件 

水産物 ４５件 

加工食品 ３５件 

牛肉 １００件 

牛乳 牛乳、乳飲料 １８件 

乳児用食品 ベビーフード等 ２９件 

飲料水 ミネラルウォーター、茶等 １２件 

合    計 ３００件 

農畜水産物 農産物 生鮮品 果実類 残留農薬 12 2,880 0

食品添加物（防かび剤） 10 50 0

枝豆 残留農薬 2 480 0

ねぎ 2 480 0

ほうれんそう 2 480 0

さやいんげん 2 480 0

パプリカ 3 720 0

小麦粉(学校給食) 1 240 0

肉類 鶏肉 筋肉
残留動物用医薬品
（合成抗菌性物質）

3 3 0

魚介類 エビ
残留動物用医薬品
（抗生物質）

3 3 0

輸入 加工食品等 うなぎ蒲焼き
抗生物質
（合成抗菌性物質）

3 3 0

冷凍食品 残留農薬 12 660 0

規格基準 12 24 0

ワイン 食品添加物（酸化防止剤） 2 2 0

植物性油脂 食品添加物（酸化防止剤） 5 5 0

ナチュラルチーズ リステリア菌 5 5 0

新開発食品 生鮮品 パパイヤ 組換え遺伝子 3 3 0

穀粒
加工品

トウモロコシ 組換え遺伝子 5 10 0

穀粒 大豆 組換え遺伝子 5 5 0

その他 その他の食品 健康食品 医薬品成分 10 100 0

合計 750 34,545 0
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６ 食中毒予防推進強化期間の取組結果（７月１日～９月３０日） 
毎年７月１日から９月３０日までの期間を「食中毒予防推進強化期間」と定め、食中毒の

危険性が高まる夏場における食中毒予防の推進・啓発に取り組んでいます。 
今年度も、引き続き、生食用食肉取扱施設及び浅漬製造施設に対する立入監視等を重点的

に取り組み、飲食店等における衛生管理の徹底を図りました。 
また、府内で製造、流通又は販売される食品の安心・安全確保を図るため、関係部局と緊

密に連携を図りながら、食品の衛生的な取扱い、不良食品の排除、適正な表示の実施等につ
いて、府内の大規模食品製造施設をはじめ、食品関係事業者に対する監視指導を強化しまし
た。 
さらに、公益社団法人京都府食品衛生協会（以下、食品衛生協会という。）の協力を得て、

食品衛生推進員等と連携・協働し、府民に対する広報活動等を行うことにより、食品衛生思
想の普及・啓発活動を実施し、夏期における食中毒の予防対策や一層の食品衛生の向上を図
るための取組みを行いました。 
なお、期間中、カンピロバクターによる食中毒が１件発生しました 

 
(1) 重点的取組事項 

 ・ 生食用食肉取扱施設に対し、引き続き規格基準及び表示の遵守を確認 

・ 生食用牛レバーの提供禁止の確認 

・ 浅漬製造施設に対し、引き続き衛生規範の遵守を確認 

 ・ 広域流通食品事業者に対し自主衛生管理と法令遵守の推進 

 ・  フードスタンプ、ＡＴＰ測定を活用した厨房等の汚染状況の点検・指導 

 ・ 不適正な表示の排除のための監視指導、講習会の実施 

 ・ 街頭啓発等（啓発資材の配布、街頭パレード） 

 ・ 食品衛生監視機動班による重点的監視指導 

 ・ 食品衛生推進員等との連携による自主衛生管理の推進等 

 ・ 集団給食施設、敬老会への食事提供施設に対する監視指導 

 
(2) 監視指導 

  ア 許可を要する施設の監視指導 
延べ２，２８３施設の監視指導を実施した結果、食品衛生上重大な問題のある施設は

ありませんでした。 
    

イ 許可を要しない施設の監視指導 
延べ８３７施設の監視指導を実施しました。学校や社会福祉施設等の集団給食施設に

対し、「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成９年３月２４日付け衛食第８５号厚
生省生活衛生局長通知別添）に基づく監視指導を実施し、学校給食施設にあっては、市
町村教育委員会等と緊密な連携のもと取り組みました。 
 

ウ フードスタンプ、ＡＴＰ測定による検査 
食品衛生推進員「京の食“安全見はり番”」等と連携・協働して、飲食店営業を中心

に巡回し、従事者の手指、調理用具、厨房設備等の細菌汚染の状況を、フードスタンプ
及びＡＴＰ測定を利用して確認しました。 
フードスタンプで食中毒菌が検出された施設、ＡＴＰ測定で汚染度が高かった施設に

対して衛生指導を行いました。 
 

実施件数 指導件数 

４，２８４件 ７７件 
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フードスタンプ：検査対象を培地に接触させて一定期間培養し、微生物の発生状況により汚染度を評 

価する検査方法 
Ａ Ｔ Ｐ 測 定      ：微生物が体内にエネルギー源として持っているＡＴＰを、調理器具などの拭取りに 

より測定することで、汚染度を評価する検査方法 
 
  エ 食品表示の点検 

食品衛生監視員が広域振興局農林商工部職員、食品衛生推進員「京の食“安全見はり
番”」等と連携し、大規模小売店舗を中心に、食品表示の一斉点検を実施しました。 
国産品１１，０８７件、輸入品９４０件の表示を確認したところ、国産品５件、輸入

品４件に食品衛生法上不適切な表示が発見されました。これらの内容は、食品添加物や
製造者の表示漏れであり、文書指導や口頭指導により直ちに改善されました。 
なお、これらによる健康被害の発生は確認されませんでした。 
 

期間中の表示点検実施件数とりまとめ 

食品の種類 

国産品 輸入品 

確認 

件数 

違反 

件数 

確認 

件数 

違反 

件数 

 魚介類 825 0 176 0 

 魚介類加工品 688 3 52 0 

 食肉 877 0 206 0 

 食肉製品及び食肉加工品 651 0 45 0 

 卵及びその加工品 339 0 6 0 

 乳 531 0 0 0 

 乳製品及び乳類加工品 526 0 20 0 

 アイスクリーム類･氷菓 406 0 3 0 

 穀物 62 0 8 0 

 めん類 511 0 22 0 

 もち 224 0 0 0 

 菓子類 754 0 45 0 

（上記以外の）穀類加工品 4 0 0 0 

 生鮮野菜及び果物 211 0 162 4 

 野菜果物乾燥品及び加工品 267 0 96 0 

 豆腐及びその加工品 437 0 0 0 

 漬物 635 0 14 0 

（上記以外の）野菜･果物の加工品 53 0 11 0 

 そうざい及びその半製品 1,046 2 2 0 

 弁当 902 0 1 0 

冷凍食品         

  無加熱摂取冷凍食品 36 0 0 0 

  凍結前加熱加熱後摂取冷凍食品 85 0 0 0 

  凍結前未加熱加熱後摂取冷凍食品 154 0 0 0 

  生食用冷凍鮮魚介類 12 0 0 0 

 缶詰･びん詰め食品 280 0 55 0 

 清涼飲料水 382 0 15 0 

 酒精飲料 70 0 1 0 
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 氷雪 0 0 0 0 

 水 79 0 0 0 

 調味料 12 0 0 0 

 その他の食品 28 0 0 0 

 添加物及びその製剤 0 0 0 0 

 器具及び容器包装 0 0 0 0 

 おもちゃ 0 0 0 0 

合計 11,087 5 940 4 

 
  オ アレルギー食品関係施設の監視指導 

延べ１７施設の加工食品製造施設に対して、アレルギー食品の混入防止措置、原材料
の取扱い状況、製品の表示との整合性等を確認した結果、一部の製品に小麦などの表示
欠落があり、文書指導や口頭指導により直ちに改善されました。 
なお、これらによる健康被害の発生は確認されませんでした。 
 

アレルギー食品表示に係る監視指導 
監視指導件数 要指導件数 

１７件 ４件 

 
(3) 収去（抜き取り）検査の実施 

各保健所の食品衛生監視員が､販売店等から弁当､そうざいを中心に、食品製造施設か
ら食品原材料や中間製品等を収去し、拠点保健所で細菌検査を中心に検査を実施しまし
た。 

食品の衛生指導基準（京都府が独自に設定）や衛生規範の基準不適合７件発見されまし
た。これらの食品については、製造者等に対して施設の衛生管理や食品の取扱い等につい
て指導を行い、直ちに改善されました。 

なお、これらによる健康被害の発生は確認されませんでした。 
 

 

実施件数 要指導件数 

国産品 １２０検体 ７件 

輸入品   ０検体 ０件 

 
(4) 事業者等の衛生教育                                                             

    各保健所の食品衛生監視員が講師として出向き、食中毒予防、食の安心・安全、事業所 
   の衛生管理等をテーマに講演、意見交換、質疑応答等を実施しました。 
 

対  象 実施回数 参加人数 

事業者 １２回  ６０１名  
消費者 ７回  １８３名  
従事者 ２７回  １，５０２名  
その他 ５回  ６９７名  

合  計 ５１回 ２，９８３名 
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(5) 府民広報                                                                 
新聞、市町村広報紙等への食中毒予防啓発記事の掲載、街頭での啓発資材の配布等によ

り、消費者を中心に広く食中毒に対する注意喚起を行いました。                       
また、食品関係事業者を対象に関係団体広報紙を活用し、食中毒多発期における食品の

衛生的取扱いの徹底を求めました。 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 
 
(6) 「食中毒注意報」の発令 

 期間中、気象状況が食中毒の発生しやすい条件に達した時点で、「食中毒注意報」を発
令し、各保健所、府教育委員会、食品衛生協会、報道機関等を通じて関係各機関及び食品
関係事業者に周知徹底しました。また、京都府のホームページ掲載や防災情報配信シス
テムを利用することにより、より多くの方に食中毒に対する注意喚起を行いました。 
  平成２５年度は、以下のとおり計９回「食中毒注意報」を発令しました。 
 

食中毒注意報 発令月日（発令時間） 
発令状況 

南部 北部 

第 １ 号 7 月 9 日 ７２時間 ○  
 

第 ２ 号 7 月 30 日 ７２時間 
 

○  

第 ３ 号 8 月 9 日 ７２時間 ○  
 

第 ４ 号 8 月 15 日 ９６時間 ○   

第 ５ 号 8 月 20 日 ７２時間 ○  
 

第 ６ 号 9 月 2 日 ７２時間 
 

○  

第 ７ 号 9 月 3 日 ７２時間 ○ 
 

第 ８ 号 9 月 5 日 ９６時間   ○ 

第 ９ 号 9 月 9 日 ９６時間 
 

○  

 
＜食中毒注意報発令基準＞ 

① 気温 30℃以上が 12時間以上継続することが予想され かつ 当日の最低気温と最高気温の

差が 10℃以上になることが予想されるとき 
② 前日の平均湿度が 90％以上であり かつ 当日の最高気温が 25℃以上になることが予想さ

れるとき 
③ その他必要と認められたとき 

 
＜京都府発令対象地域区分＞ 

北 部

地域 
福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 

南 部

地域 
向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、 

宇治田原町、木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村、亀岡市、南丹市、京丹波町 

 

方    法 発行部数等 備    考 

新    聞 ４７，８００部  
食中毒予防啓発記事の掲載、連載 
 

市町村広報紙 ２８５，８００部 
保健所広報紙 １１，２００部 

その他 
啓発資材 ４，０００枚 チラシ、ティッシュ、うちわ 
関係衛生協会紙等 ５，０５０部  

公用車（啓発看板） ７保健所 庁舎横断幕、街宣を含む 
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７ 冬期食品衛生推進期間の取組結果（１１月１日～１２月２７日） 
ノロウイルスによる食中毒の発生状況を考慮し、例年より取組期間を１ヶ月早めて実施し

ました。年末の繁忙期においては、多種多様な食品が広域的かつ大量に流通するため、食品
等の製造、加工、調理、運搬、保存時における取扱いが粗雑かつ不衛生になりやすいことか
ら、食品の衛生的な取扱いや添加物の適正な使用、食品及び添加物の適正な表示の実施につ
いて効率的かつ集中的に監視指導を行うことにより、食品等に起因する危害の発生防止及び
食品等の安全性の確保を図りました。 
なお、期間中、カンピロバクターによる食中毒が１件発生しました。 

 
(1) 重点的取組事項 

・ ノロウイルス予防対策講習会の開催及び予防啓発 

・ フードスタンプ、ＡＴＰ測定を活用した厨房等の汚染状況の点検・指導 

・ 食品衛生監視機動班による重点的監視指導 

・ 不適正な表示の排除のための監視指導・講習会の実施 

・ 食品衛生推進員等との連携による自主衛生管理の推進等 

・ 集団給食施設従事者及び府民への衛生講習会の実施 

 
(2) 監視指導結果 

  ア 許可を要する施設の監視指導 
 延べ１３０７施設に立入検査を実施した結果、うち１施設を食品衛生法違反で行政処
分（営業停止）を行いました。また１施設において特定加熱食肉製品の製造基準違反が
あり、自主回収を指導しました。 
 その他の施設については、食品衛生上の重大な問題はありませんでした。 
 

  イ 許可を要しない施設の監視指導 
 延べ５６５施設の監視指導を実施しました。 
 給食施設については、「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成９年３月２４日付
け衛食第８５号厚生省生活衛生局長通知別添）に基づく監視指導を実施し、学校給食施
設にあっては、市町村教育委員会と緊密な連携のもと取り組みました。 

 

  ウ フードスタンプ、ＡＴＰ測定による検査 
 食品衛生推進員「京の食“安全見はり番”」等と連携・協働して、飲食店を中心に巡
回し、従事者の手指や衣服、調理用具、厨房設備等の細菌汚染状況を、フードスタンプ
及びＡＴＰ測定を利用して確認し、汚染度の高かった施設に対しては、衛生指導を行い
ました。 
 

実施件数 指導件数 

４２４件 ９２件 
 
  エ 食品表示の点検 

 食品衛生監視員が、広域振興局農林商工部職員、食品衛生推進員「京の食“安全見は
り番”」等と連携して、大規模小売店舗を中心に、食品表示の一斉点検を実施しました。 

国産品６，１３４件、輸入品７０８件の表示を確認したところ、国産品１１０件に食
品衛生法上不適切な表示が発見されました。これらの内容は、製造者（加工者）や食品
添加物の表示漏れであり、文書指導や口頭指導により直ちに改善を指導しました。 
なお、これらによる健康被害の発生は確認されませんでした。 
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確認
件数

違反
件数

確認
件数

違反
件数

443 7 136 0

296 2 61 0

417 2 188 0

382 11 36 0

255 1 0 0

257 0 0 0

272 3 6 0

226 0 0 0

90 0 0 0

247 0 0 0

139 1 0 0

387 21 38 0

57 0 66 0

211 1 71 0

134 9 23 0

239 0 5 0

322 6 6 0

2 0 0 0

497 36 2 0

362 10 0 0

冷凍食品

無加熱摂取冷凍食品 10 0 0 0

凍結前加熱加熱後摂取冷凍食品 74 0 0 0

凍結前未加熱加熱後摂取冷凍食品 22 0 1 0

生食用冷凍鮮魚介類 5 0 0 0

178 0 42 0

206 0 3 0

9 0 0 0

3 0 0 0

14 0 0 0

21 0 0 0

338 0 24 0

19 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6,134 110 708 0

 その他の食品

 添加物及びその製剤

 器具及び容器包装

 おもちゃ

合計

 缶詰･びん詰め食品

 清涼飲料水

 酒精飲料

 氷雪

 水

 調味料

 野菜果物乾燥品及び加工品

 豆腐及びその加工品

 漬物

（上記以外の）野菜･果物の加工品

 そうざい及びその半製品

 弁当

 穀物

 めん類

 もち

 菓子類

（上記以外の）穀類加工品

 生鮮野菜及び果物

 食肉

 食肉製品及び食肉加工品

 卵及びその加工品

 乳

 乳製品及び乳類加工品

 アイスクリーム類･氷菓

期間中の表示点検実施件数とりまとめ

食品の種類
国産品 輸入品

 魚介類

 魚介類加工品
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 オ アレルギー食品表示に係る監視指導 
 延べ８７施設の加工食品製造施設に対して、アレルギー食品混入防止措置状況、原材
料の使用状況、製品の表示の整合性等を確認した結果、３施設において指導を行い、改
善を確認しました。 
 

アレルギー食品表示に係る監視指導 
監視指導件数 要指導件数 

８７件 ３件 

 
(3) 収去（抜き取り）検査の実施 

 各保健所の食品衛生監視が、販売店等から弁当、そうざい等を、食品製造施設から食品
原材料、中間製品等を収去し、拠点保健所において細菌検査を中心に検査を実施しました。 
 いずれも食品衛生法上問題となる食品はありませんでした。 
 

実施件数 要指導件数 

国産品 １６４検体 ０件 

輸入品  １０検体 ０件 

      
(4)  事業者等の衛生教育 

 各保健所の食品衛生監視員が講師として出向き、食中毒予防、食の安心・安全確保、事
業所の衛生管理等をテーマに講演、意見交換、質疑応答等を実施しました。 

 
対  象 実施回数 参加人数 

事業者 １１回   ４４３名   
従事者 ７回   ２３０名   
その他 ２回   １９名   
合  計 ２０回   ４８２名   

 
(5)  府民広報 

保健所広報紙への食中毒予防啓発記事の掲載、街頭での啓発資材の配布、集団給食施設
等の講習会などにより、多発傾向にあるノロウイルスによる食中毒をはじめとした注意喚
起や予防方法の指導を行いました。 
 また、食品関係事業者を対象に関係団体等の広報紙を活用し、年末の繁忙期における食
品の衛生的取扱いの徹底を求めました。 
 

方    法 発行部数等 備    考 

新    聞 ２８，０００部  

食中毒予防啓発記事の掲載 市町村広報紙 ４１，２５０部  

保健所広報紙 １７，２００部  

その他 
啓発資材 ３，４４２部  チラシ 
関係衛生協会紙等 ２，８００部   

 
(6) 「冬季食中毒注意報」の発令 

    今年度から新たな取組として、感染性胃腸炎の患者数が増加し、食中毒の多発が予想
される冬季（１１月１日～翌年３月３１日）に、「冬季食中毒注意報」を発令し、府民
や食品取扱い事業者等に対して、健康管理や食品の取扱い等、食品衛生に関する注意喚
起を行いました。 
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    平成２５年度は、以下のとおり計３回「冬季食中毒注意報」を府内全域に発令しまし
た。 

 

食中毒注意報 発令期間 発令理由 

第 １ 号 
平成２５年１２月１３日～ 

 平成２６年 １月１４日 
下記発令基準①に該当 

第 ２ 号 １月２３日～３１日 下記発令基準②に該当 

第 ３ 号 ２月 ７日～１４日 下記発令基準①に該当 

 
＜食中毒注意報発令基準＞ 

①又は②に該当する場合 

 

① 府北部地域または府南部地域のどちらかの地域において、感染性胃腸炎の定点当たりの患

者報告数が１０人を超えたとき 
   ・府北部地域：中丹西・中丹東・丹後保健所管内 

   ・府南部地域：京都市内・乙訓・山城北・山城南・南丹保健所管内 

② 府内全域において、同一週に食中毒事件が２件以上発生した場合等、食品衛生に関する注

意を喚起し、食品による危害の発生を未然に防止する必要があると認められるとき 

 
８ ＢＳＥ検査及び食鳥検査の結果 

府内２カ所の食肉センター（亀岡市、福知山市）に搬入される牛について、平成２５年４
月から同年７月までは全頭を対象に、また平成２５年７月からは対象月齢を見直し、４８ヶ
月齢超の牛を対象にＢＳＥ検査を実施し、全て陰性であることを確認しました。なお、飼料
（肉骨粉）規制の監視指導及び特定危険部位除去の確認については、府内２カ所の食肉セン
ター（亀岡市、福知山市）に搬入される全ての牛に対し継続実施しました。 

 

 
ＢＳＥ検査 

 

検査実施数 検査結果 

５２５頭 全て陰性 

  
府内２カ所の大規模食鳥処理場（福知山市、京丹後市）で処理される全ての食鳥について

食鳥検査を実施し、食品として不適と判断されたものについては廃棄処分としました。 
 

 
食鳥検査 

 

検査実施数 廃棄数※ 

3,697,507羽 48,895羽 

※廃棄の理由：主に、傷による炎症、著しい痩身、衰弱などより食用不適と判断 

 
９ 食品衛生監視機動班の活動結果 

保健所管轄地域の枠を越えて「食品衛生監視機動班」を編成し、ＨＡＣＣＰ承認施設、
広域流通食品製造施設、大量調理施設等延べ４０施設を対象に、重点的・集中的な監視
指導及び収去検査を実施し、必要な改善指導を行いました。 

全ての施設において、直ちに食品衛生上問題となるものは認められませんでした。 
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ブロック 活動月日 主な営業種目 活動内容 

南 部 5月28日 乳製品製造業他 Ａ 
6月11日 乳処理業、乳製品製造業他 Ａ 
6月13日 乳製品製造業他 Ｃ 
7月8日 給食施設 Ｉ 
7月25日    清涼飲料水製造業他 Ｃ 
8月20日 食品の冷凍又は冷蔵業 Ｃ 
9月4日 飲食店営業 Ｃ 
9月30日 清涼飲料水製造業他 Ｃ 
10月7日 飲食店営業他 Ｃ 
10月23日 そうざい製造業他 Ｃ 
10月29日 食品の冷凍又は冷蔵業 Ｃ 

11月11日 菓子製造業他 Ｃ 
11月19日 ソース製造業 Ｃ 
11月27日 飲食店営業 Ｃ 
11月27日 飲食店営業 Ｃ 
12月5日 食肉処理業他 Ｃ 

12月17日 菓子製造業他 Ｉ 
1月28日、29日 乳処理業、乳製品製造業他 Ａ 
2月25日 そうざい製造業他 Ｃ 
3月5日 添加物製造業他 Ｃ 

中 部 4月30日～5月8日 食品製造業（浅漬） Ｉ 

6月4日 乳処理業他 Ａ 

6月21日 乳処理業他 Ａ 

6月6日 牛乳配送業 Ｉ 

9月9日～9月13日 飲食店営業 Ｄ 

7月～9月、12月 飲食店営業等 Ｉ 

10月25日、11月15日 めん類製造業等 Ｃ 

11月11日、11月20日 添加物製造業 Ｃ 

12月9日～13日 飲食店営業等 Ｆ 

2月27日～3月31日 飲食店営業等 Ｉ 

北 部 4 月 10 日 飲食店営業（自動車営業） Ｉ 

7 月 1 日 飲食店営業 Ｃ 

7 月 8 日、9 月 9 日、11 月 18日、1 月 27 日 大規模食鳥処理場 Ｅ 

7 月 29 日 飲食店営業等 Ｉ 

7 月 31 日 食品製造業（漬物） Ｃ 

9 月 2 日、3 月 17 日 大規模食鳥処理場 Ｅ 

11 月 12 日 食肉処理業等 Ｉ 

12 月 2 日 飲食店営業等 Ｃ、Ｆ 

2 月 10 日 飲食店営業等 Ｃ 

2 月 24 日 みそ製造業 Ｃ 

【活動内容の記号説明】 
Ａ：ＨＡＣＣＰ承認施設のプラン遵守状況等の外部検証（近畿厚生局との合同立入） 
Ｂ：ＨＡＣＣＰ承認予定施設の助言・指導・審査（近畿厚生局との合同立入） 
Ｃ：大規模な食品製造施設の衛生状態等の立入監視 
Ｄ：食中毒・苦情発生(回収等)施設への立入調査 
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Ｅ：と畜場、食鳥処理施設の衛生管理状況の立入指導 
Ｆ：大規模集団給食施設における大量調理衛生管理マニュアル実施の把握及び衛生指導 
Ｇ：広域流通食品製造施設の重点的監視 
Ｈ：健康食品等問題となっている食品関連施設の実態調査 
Ｉ：その他 

 

 

事件・事故発生時の対応 
 

  
１ 食中毒事件発生時の対応 

食中毒事件は６件発生しました。家庭及び学校の調理実習を除く全ての施設に対し、食品
衛生法に基づく営業停止処分を行い、営業者に対し食材や従事者の衛生管理について徹底し
た指導を行いました。 
食中毒（疑いを含む）発生時にあっては、施設の管轄保健所を中心に原因施設の立入調査、

有症者の調査等を実施し、拠点保健所及び保健環境研究所において検査を実施するなど、関
係機関が緊密に連携し、健康被害の拡大防止、発生原因の究明に迅速かつ的確に対応しまし
た。 
なお、他に府内の施設が関係する有症苦情の報告が２０件あり、４１３名に対し行動調査、

検便、喫食調査等を実施しましたが、いずれの事案も食中毒事件との断定には至りませんで
した。 
また、京都市内及び府外の施設が関係する有症苦情や食中毒（疑いを含む）事件が発生し、

患者が府内に所在する場合にあっては、原因施設を所管する自治体からの調査依頼に基づき、
患者の行動調査、検便、喫食調査等を実施しました。 
平成２５年度については３４件、１７５名の調査を実施しました。 

発 病 

年月日 

保健所受 

理年月日 

原因施設 

所在地 

摂食 

者数 

患者数 

(死者数 ) 

入院 

者数 
原因食品 

病因 

物質 
原因施設 

摂食 

場所 

H25.6.28 H25.7.1 京丹後市 153 
47 

(0) 
0 

6 月 27 日提供

の学校給食 
ﾉﾛｳｲﾙｽ 学校 同左 

H25.9.2 H25.9.6 福知山市 191 
43 

(0) 
0 

9 月 2 日前後に

提供された仕

出し料理 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞ

ｸﾀｰ 

飲食店 

(仕出屋) 
寄宿舎 

H25.10.13 H25.10.15 長岡京市 7 
7 

(0) 
0 ツキヨタケ 毒ｷﾉｺ 家庭 同左 

H25.12.1 H25.12.5 大山崎町 17 
9 

(0) 
0 

11 月 29 日提供

の食事 

ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞ

ｸﾀｰ 

飲食店 

(居酒屋) 
同左 

H26.3.4 H26.3.5 長岡京市 43 
19 

(0) 
0 

3 月 3 日実施の

調理実習 
ﾉﾛｳｲﾙｽ 学校 同左 

H26.3.13 H26.3.14 宇治市 13 
13 

(0) 
0 

3 月 13 日提供

の食事 
ﾉﾛｳｲﾙｽ 

飲食店 

(居酒屋) 
同左 
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２ 食品の回収命令対応 
 西洋ごぼうの回収命令 
検疫所のモニタリング検査で、府内の事業者が輸入した「ベルギー産生鮮サルシフィー」

から基準値を超える残留農薬が検出されたため、平成２６年３月１２日に食品衛生法違反と
して違反品約３０キログラムの回収を命令しました。 

【京都府の対応】  

・ 輸入業者から報告書の徴収、再発防止の厳重指導 

・ 流通先自治体に流通状況の現地調査・調査結果報告を依頼 

・ 輸入業者に違反品の回収を指示 

・  違反品の回収、廃棄の状況を確認 

・  厚生労働省への措置状況等の報告 
 
 
３ 冷凍食品への農薬混入事案対応 

  平成２５年年末から翌年１月にかけて問題となった「農薬マラチオンが検出された冷凍食

品に関連する健康被害が疑われる事案」において、各保健所で相談対応（延べ５４件）を行

うとともに、府民から提供のあった回収対象製品の残品１７検体について、保健環境研究所

で緊急検査を行いました。 

なお、検査では当該農薬は検出されませんでした。 

 

 

自主衛生管理の推進 
 

  
京都府食品衛生推進員「京の食“安全見はり番”」の活動結果 
営業者、消費者等からの相談や指導依頼に対応する日常の活動のほか、食中毒予防推進強化

期間及び年末一斉取締時には保健所等と連携して食品関係営業施設への立入調査等を実施し、
自主衛生管理の推進に積極的に取り組みました。 

活  動  内  容 

 １ 通常活動 

  (1) 食品関係営業施設への自主管理の推進 
（巡回指導活動等） 

   ・自主衛生点検表のチェック及び指導・助言 
   ・自主検査の推進（ＡＴＰ検査で汚れを測定） 

 
２，０９３件  

 

(2)食品営業関係者等からの食品衛生相談、助言 １，１５４件  
(3)消費者からの食に関する相談、助言 ４６６件  

２ 京都府の食の安心・安全確保対策への協力  

 ・ 食中毒予防啓発活動 
・ 食中毒注意報発令時の施設等への連絡・啓発 
・ 夏期・年末一斉立入指導に参加 

２５２件  

 ３ その他の活動 
  (1) 食に関する情報収集・提供  ４４１件  

 (2) その他の活動 
・各種研修会等に参加 
・推進員の情報交換、保健所との情報交換 
・検便実施の呼びかけ 

各地域で適宜実施 
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リスクコミュニケーション等の実施 
 

 
１ リスクコミュニケーションの実施結果 

食の安心・安全に関して、情報提供、知識の啓発、消費者や生産者や行政等との相互理解
を推進するため、食の安心・安全推進課と連携し、意見交換会等を１５回開催しました。 
また、出前語らい等では、食中毒予防や衛生管理等をテーマに府内で６８回職員を派遣し

ました。 
 

 
(1) きょうと食の安心・安全意見交換会等の開催 

   従来の取組に加え、新たに府研究機関の機能を活用した体験型リスクコミュニケーショ
ンや、消費者団体との連携開催等、効果的な取組を実施しました。 

 

開 催 

年月日 
テ ー マ 開催地 

参加 

者数 
概 要 

25.6.7 「生産現場での農薬適正使用指導」 京都市 ５０名 ・京都府食品衛生協会と連携し実施 

25.6.20 
体験型リスクコミュニケーション 

「放射性物質の検査を知ろう」 
京都市 １１名 

・京都府保健環境研究所の食品試験検

査現場の見学 

25.6.26 「ＢＳＥ食肉検査について」 京都市 ８名 
・ＢＳＥ検査とその対策について意見

交換 

25.7.17 
体験型リスクコミュニケーション 

「食中毒の検査を知ろう」 
京都市 ２０名 

・京都府保健環境研究所の細菌検査現

場の見学、手洗いの実習 

25.8.1 
食の安心・安全フォーラム「食品中の

放射性物質について考える」 
京都市 １６８名 

・食品中の放射性物質、農業生産現場

の対応、京都府の放射性物質検査状況

等の講演 

25.9.10 
体験型リスクコミュニケーション 

「魚介類の安心・安全対策を知ろう」 
宮津市 １７名 ・魚体調査体験、養殖現場の見学 

25.9.19 
体験型リスクコミュニケーション 

「畜産物の安心・安全対策を知ろう」 
京丹後市 １２名 

・牛の飼養管理や防疫対策、飼料作物

の収穫機器の見学 

25.10.10 
体験型リスクコミュニケーション 

「農産物の安心・安全対策を知ろう」 
亀岡市 １９名 

・農薬の安全性の説明、農場見学、京

都府における農産物の残留農薬検査

の取組状況の紹介 

25.10.24 
体験型リスクコミュニケーション 

「農産物の安心・安全対策を知ろう」 
亀岡市 ６名 

・放射性物質検査の実習、農場見学、

京都府における農産物の残留農薬検

査の取組状況の紹介 

25.10.25 「食品表示法について」 京都市 １３名 ・食品表示について意見交換 

25.10.29 
リスクコミュニケーション「食品の放

射性物質に関する講演・意見交換会」 
福知山市 ７０名 

・放射性物質の影響と食の重要性につ

いて意見交換 

25.11.26 
リスクコミュニケーション「食品の放

射性物質に関する講演・意見交換会」 
京田辺市 ４０名 

・放射性物質と食の安心・安全の基礎

知識、京都府の検査体制等の紹介 

26.1.30 食の安心・安全フォーラム 京都市 １２５名 
・意見交換、生産者の安心・安全の

取組発表 
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26.2.6 
京都府食品衛生監視指導計画（案）に

ついて 
京都市 １１名 

・京都府食の安心・安全行動計画の策

定、次期食品衛生監視指導計画（案）

の説明 

26.2.25 
リスクコミュニケーション「食品の放

射性物質に関する講演・意見交換会」 
京都市 ７０名 

・放射性物質の基礎知識、食品におけ

る基準値設定の考え方、京都府の検査

体制等の紹介 

 
(2) 府職員出前語らい 専門職員派遣 
 

対 応・出 講 実施回数 参加人数 テ ー マ 

保 健 所       ６５回 ２，６１３名 
「食中毒の予防について」、「給食施設における

食品衛生について」、「食品表示について」等 

保健環境研究所  １回    １０名 「食品添加物について」 

生活衛生課        ２回    ７８名 
「農産加工と関連法規について」、「食中毒につ

いて」 
 
 
２ 食中毒予防講習会 

食中毒について、学校や社会福祉施設などの集団発生のリスクが高い施設の従事者を対象
とした衛生講習会を開催するなど、関係者に対する予防啓発や注意喚起を行いました。 
 

実施回数      １２５回 

参加施設数      ３，６６３施設 

参加人数      ５，３４４名 

 

 

人材の養成及び資質の向上への取組結果 
 

 
１ 厚生労働省が実施した研修会、講習会 

専門職員研修会及び講習会に、５回（８名）参加しました。 
 

研修会等の名称 参加者 期  間 目     的 

食品安全行政講習会 ２名 8/26～27 
食品安全行政の遂行に必要な知識の

習得 

信頼性確保部門責任者講習会 ３名 8/28 
食品衛生検査施設における信頼性確

保に関する知識の習得 

食品衛生危機管理研修 １名 1/20～2/7 
食品衛生管理に関する専門的かつ包

括的な知識及び緊急時対応能力の習

得 

食肉衛生技術研修会 １名 1/20～21 食肉検査に関する専門技術の習得 

食鳥肉衛生技術研修会 １名 1/22～23 食鳥検査に関する専門技術の習得 
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２ 京都府が実施した研修会、講習会 
 府が主催する担当職員育成研修会及び講習会を６回（２１０名）開催し、専門技術の向上
に努めました。 
 

研修会等の名称 参加者 期  間 目      的 

保健所試験検査担当職員初任者研修 ２２名 5/29～30 
拠点保健所検査担当初任者等の技能

習得 

食品衛生監視員初任者等事例発表

研修会 
９名 10/11 

食品衛生監視員初任者等の養成及び

事例発表 

保健所職員専門研修 １２名 11/28 

保健所職員の保健環境に係る検査技

術の維持・向上及び専門的な情報を

習得 

京都府保健福祉環境等調査研究発表

会 
１３５名 1/28 

保健所等の業務、対応事例等の調査研

究発表 

ＨＡＣＣＰシステムに係る食品衛生

監視員養成講習会 
１０名 2/12～14 

総合衛生管理製造過程に係る助言等
を行う食品衛生監視員の養成及び資
質の向上 

保健所試験検査担当職員専門技術研

修会 
２２名 3/6～7 拠点保健所検査担当者等の技能習得 

 
３ その他の研修会、講習会 

研修会及び講習会に１２回（４９名）参加しました。 

研修会等の名称 参加者 期 間 主   催 

全国食肉衛生検査所協議会病理部

会研修会 
１名 5/23～24 全国食肉衛生検査所協議会 

衛生微生物技術協議会 ４名 7/11～12 衛生微生物技術協議会 

ＨＡＣＣＰシステムに係る食品衛

生監視員養成講習会 
１名 7/31 近畿厚生局 

食品衛生検査施設信頼性確保部門
責任者等研修会 

１名 8/28 厚生労働省 

近畿食品衛生監視員研修会 ２５名 8/29～30 
近畿食品衛生監視員協議会 

・本府発表者：２名 

地方衛生研究所ウイルス部会研究
会 

４名 9/20 地方衛生研究所全国協議会近畿支部 

全国食肉衛生検査所協議会 

理化学部会研修会 
２名 10/4 全国食肉衛生検査所協議会 

全国食品衛生監視員研修会 ２名 10/24～25 
厚生労働省、全国食品衛生監視員協議

会 

全国食肉衛生検査所協議会 
近畿ブロック技術研修会 

３名 11/1 全国食肉衛生検査所協議会 

地方衛生研究所近畿支部細菌部会

研究会 
４名 11/8 地方衛生研究所全国協議会近畿支部 
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全国食肉衛生検査所協議会 
病理部会研修会 

１名 11/14～15 全国食肉衛生検査所協議会 

全国食肉衛生検査所協議会 
微生物部会研修会 

１名 11/21 全国食肉衛生検査所協議会 

 
 
 
 
 

１ 食品検査の信頼性確保 
食品衛生検査施設である保健環境研究所及び拠点保健所における食品等に関する検査の信

頼性を確保するため、「京都府食品検査等業務管理要領」に基づく業務管理、精度管理、内
部点検を行いました。 
また、（一財）食品薬品安全センター秦野研究所が実施する外部精度管理調査を受けまし

た。 
 これらの取組により、府が実施する食品検査結果の信頼性の確保、向上に努めました。 
 
２ 関係部局との連携状況 

(1) 国、自治体間の連携 
 

全国食品安全自治ネットワークとの協働 ・食品表示ハンドブック改訂に係る調整 

全国自治体との連携 
・食品事故、食中毒等事件発生時の自治体間緊急連絡 

 体制による、夜間休日を含めた対応体制の構築・運用 

近畿厚生局との連携 
・ＨＡＣＣＰ承認施設への合同立入による監視指導の 

 実施（食品衛生監視機動班により計５回実施） 

 
(2) 府庁内、市町村等との連携 

 

監視指導対象 連 携 先 連 携 対 応 事 例 

農 産 物 
食の安心・安全推進課      

 
研 究 普 及 ブ ラ ン ド 課      

・府内産農産物の残留農薬検査結果、農薬使用履歴の共有 
・府内産生鮮野菜の収去時にＪＡ、卸売市場に同行し、生産・ 

流通の両面からの調査実施 
・輸入農産物の残留農薬検査の情報提供 
・卸売市場の監視指導 

畜 産 物 畜  産  課      

 
・食肉等の残留動物用医薬品、薬剤耐性菌検査結果の情報提供 
・学校給食用牛乳製造施設の監視指導 
・生食用鶏卵の取扱いに関するＧＰセンターの監視指導 
・サルモネラ、カンピロバクター、黄色ブドウ球菌食中毒対策 

のためのＧＰセンター併設養鶏場への立入調査、指導 
・高病原性鳥インフルエンザ対策を目的とした、食鳥処理場へ 

の鶏搬入農家に対する指導 
・ＢＳＥ検査結果の情報交換 

 

その他の取組 
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水 産 物      水  産  課      

・ノロウイルス対策のための生食用カキの表示指導 
・麻痺性貝毒対策に関する情報共有 
・漁連等に対するフグの適正取扱いの指導 
・養殖魚等の残留動物用医薬品検査結果の情報提供 
・コイヘルペスについて、ホームページ等を活用した注意喚起 
・競り売り市場、漁協の監視指導 

食品の表示      
食 の 安 心 ・ 安 全 推 進 課       
消 費 生 活 安 全 セ ン タ ー       

・不適正な食品表示事例等について合同立入調査及び指導 
・食中毒予防推進強化期間、冬期食品衛生推進期間の集中的合同

立入調査 

 

学 校 給 食      

畜 産 課       
教 育 庁 保 健 体 育 課       
各 市 町 村       
（財）京都府学校給食会      

・学校給食用原材料の遺伝子組換え食品、残留農薬に関する検 
査結果の情報提供 

・学校給食用牛乳製造施設の監視指導 
・市町村との合同立入調査及び指導 
・大量調理施設マニュアルの遵守状況の点検 

社 会 福 祉 施 設 給 食      
健 康 福 祉 部 関 係 各 課      
各 市 町 村      

・大量調理施設衛生管理マニュアルの遵守状況の点検 
・市町村との合同立入調査及び指導 

病 院 給 食      健 康 福 祉 部 関 係 各 課      
・医療監視時に病院給食施設の立入調査を実施 
・大量調理施設衛生管理マニュアルの遵守状況の点検 
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 ※ 本実施結果に関するお問合せ先 
 
    京都府健康福祉部 
    生活衛生課 食品衛生担当 
 
       電  話      ： 0 7 5 - 4 1 4 - 4 7 5 9         
       フ ァ ク シ ミ リ      ： 0 7 5 - 4 1 4 - 4 7 8 0         
       電子メール      ： seikatsu@pref.kyoto.lg.jp 
 


